
詳細 記載上の留意事項

1 診療所の名称

2 診療所の開設者

3 診療所の管理者

4 診療所の所在地

5 診療所の案内用の電話番号及びFAX番号

6 診療科目 医療法第６条の６に基づく診療科名を指す。

7 診療科目別の診療日

8 診療科目別の診療時間 標榜している診療科目毎の診療を行う時間を記載

9 診療所までの主な利用交通手段
病院等の最寄りの公共交通機関の駅等の名称、当該最寄りの駅等から病院等までの主な交通手段、所要時
間等を記載

（ⅰ）駐車場の有無 敷地内及び隣接地（概ね徒歩5分圏内）に駐車場を保有しているかどうか。

（ⅱ）駐車台数 (ⅰ)の駐車場について、駐車可能な普通乗用車等の台数を記載

（ⅲ）有料又は無料の別 (ⅰ)の駐車場の有料・無料の区別を記載（有料の場合、料金を記載することも差し支えない。）

11 案内用ホームページアドレス 患者や住民が閲覧可能なホームページを有している場合にＵＲＬを記載

12 案内用電子メールアドレス 患者や住民が連絡、相談等を行うことができる電子メールアドレスを有している場合にはそのアドレスを記載

13 診療科目別の外来受付時間

14 予約診療の有無

15 院内処方の有無 外来患者に対して、診療所内で処方が行われているかどうか。

16 対応することができる外国語の種類

17 障害者に対するサービス内容 別紙１の１）

18 車椅子利用者に対するサービス内容 別紙１の２）

19 受動喫煙を防止するための措置 別紙１の３）

20 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
医療ソーシャルワーカー等の相談員を配置している場合にはその人数を記載（※非常勤も含む。非常勤を含
む場合には常勤換算により記載。）

21
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他
の病院の種類

別紙１の４）

22 クレジットカードによる料金の支払いの可否

23
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医
療従事者の専門性に関する資格の種類及びそ
の種類毎の人数

別紙１の５）
該当する資格を保有する医療従事者（非常勤を含む）が在籍している医療機関は当該専門資格を保有する医
療従事者の人数（非常勤を含む場合には常勤換算により記載）をその種類毎に記載すること

医療機関の医療機能に関する情報【歯科診療所】

1.管理・運営・サービス・アメニティに関する事項

（１）基本情報

（２）診療所へのアクセス

10 診療所の駐車場

（３）院内サービス・アメニティ

（４）費用負担等

２．提供サービスや医療連携体制に関する事項

（１）診療内容、提供保健・医療・介護サービス



24 対応することができる疾患又は治療の内容 別紙２

25 専門外来の有無及び内容
診療所内において、設置している特定の患者、部位、疾患、治療を対象とする専門的外来を設置しているかど
うか。設置している場合、医療法に基づき、広告が可能な患者特性や治療方法に限る。また、名称を記載する
部分については、都道府県が定める様式において、字数制限を設けることができる。

（ⅰ）健康診査の実施の有無及び内容
内容については、「乳幼児検診」、「胃がん検診」等、対象者や部位を付記することは差し支えなく、「人間ドッ
ク」という表現も差し支えない。ただし、医療法に基づき、広告が可能なものに限る。また、内容を記載する部分
については、都道府県の定める様式において字数制限を設けることができる。

（ⅱ）健康相談の実施の有無及び内容
内容については、「がんに関する健康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」、「歯の健康相談」等、対象者
や部位を付記することは差し支えない。ただし、内容については、医療法に基づき、広告が可能なものに限る。
また、内容を記載する部分については、都道府県の定める様式において字数制限を設けることができる。

27 対応することができる在宅医療 別紙１の６）

28 歯科診療所の人員配置 （ⅰ）医療従事者の人員数

別紙１の７）
常勤者の数と非常勤者について「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」別紙「常勤医師等の取
扱いについて」に基づき常勤換算した数とを足しあわせた数について記載する。なお、担当させている業務内
容が２以上にわたる場合は、その主たる業務によって計上し、現に主として行っている業務内容により、そのい
ずれか一方に計上する。

29 情報開示に関する窓口の有無
診療所内に常設される情報開示の手続き等を行う窓口で、患者等からの診療情報等の情報に関する相談、開
示請求に応じられる体制を確保しているかどうか。

30 患者数 （ⅰ）外来患者数
「外来患者の数」は、「１日平均患者数」とし、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」に基づき、
前年度の外来患者延数を実外来診療日数で除した数を記入する。この場合、外来患者数に在宅患者数は含
めない。

（ⅰ）患者満足度の調査の実施の有無
患者に行う当該診療所に対する満足度についてのアンケート等を実施しているかどうか。ただし、調査結果そ
のものについては記載しないこと。

（ⅱ）患者満足度の調査結果の提供の有無 （ⅰ）のアンケート等の結果を、患者等の求めに応じて提供するかどうか。

３．医療の実績、結果に関する事項

31 患者満足度の調査

26 健康診査及び健康相談の実施


